
●
支
所
で
行
う
こ
と   

　
　
　
　

　（
変
わ
ら
な
い
こ
と
）

◦�

住
民
票
の
写
し
や
税
な
ど
の
証
明
、
出
生

届
や
転
居
届
、
国
民
健
康
保
険
の
資
格
取

得
の
届
け
出
な
ど
の
即
日
対
応
に
変
更
は

あ
り
ま
せ
ん
。

◦�

児
童
手
当
や
介
護
認
定
、
各
種
補
助
金
、

農
地
転
用
申
請
な
ど
の
全
て
の
窓
口
業
務

に
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

◦�

地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
協
議
会
や
自
治
会
関

係
の
業
務
、
市
道
・
農
道
・
林
道
な
ど
の

現
場
対
応
は
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
支
所
で

行
い
ま
す
。

◦�

道
路
陥
没
な
ど
の
緊
急
の
場
合
に
つ
い
て

も
、
す
ぐ
に
支
所
か
ら
現
場
に
出
向
い
て

対
応
し
ま
す
。

◦�

台
風
や
大
雨
な
ど
の
災
害
時
の
支
所（
災

害
対
策
支
部
）や
詰
所
・
避
難
所
の
防
災

体
制
に
つ
い
て
も
、
変
更
あ
り
ま
せ
ん
。

●
見
直
し
内
容（
変
わ
る
こ
と
）

◦�
シ
ス
テ
ム
入
力
や
給
付
金
の
支
払
い
な
ど

の
内
部
事
務
は
、
本
庁
業
務
に
な
り
ま
す
。

◦�

営
農
指
導
な
ど
の
現
場
対
応
は
、
一
部
を

除
き
、
本
庁
職
員
が
行
い
ま
す
。

◦�

こ
れ
ま
で
の
現
地
や
電
話
で
の
対
応
に
加

え
、
本
庁
・
支
所
間
の
テ
レ
ビ
電
話
に
よ

る
対
応
も
行
い
ま
す
。

◦�

各
業
務
の
担
当
を
集
約
す
る
こ
と
で
、
専

門
性
を
高
め
、
よ
り
良
い
行
政
サ
ー
ビ
ス

を
提
供
で
き
る
よ
う
努
め
ま
す
。

◦�

各
支
所
地
域
振
興
課
は
、
現
在
の
５
グ

ル
ー
プ
体
制
か
ら
２
グ
ル
ー
プ
体
制
に
な

り
ま
す
。

◦�

各
支
所
の
職
員
数
は
、
現
在
の
半
数
程
度

に
な
り
ま
す
。

＊ 

詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
確
認
く
だ
さ
い
。

【
問
合
先
】＝

行
政
改
革
推
進
課
行
政
改
革
グ
ル
ー
プ

（
23
）５
１
１
１（
内
線
４
１
３
１
）

本土地域４支所の業務の一部見直しの具体例

見直し後の
事務処理方法 具体的な事務例

これまで
どおり
支所完結

・戸籍謄抄本・住民票の写しなどの発行
・税の諸証明書の発行
・各施設の利用申請・許可
・自治会・コミュニティ協議会関係業務
・市道・農道・林道の相談・現場対応
・緊急時の現場急行・現場対応

本庁・支所
の共同化

・定住住宅取得補助金の申請受付
・身体障害者手帳の申請受付
・保育園への新規入所申請受付
・児童手当・児童扶養手当の申請受付
・道路・河川愛護に係る申請受付
・養護老人ホーム入所の申し出
・農地転用などの申請受付
・道路・河川などの境界明示の申請受付
・道路幅員証明願

本庁集約

・広報紙の取材・記事作成
・各種がん検診・長寿健診などの実施
・特別敬老金・敬老祝い品の支給
・農地転用などの現地確認
・道路・河川などの境界明示の現場立ち合い
・保健センターなどの施設の維持管理
・計量器の検査・調査

（
相
談・申
請
受
付・交
付
な
ど
）

全
て
支
所
継
続

申請
相談

許可
交付

　
今
年
10
月
１
日（
月
）か
ら
、
本
土
地
域
４
支
所
の
業
務
を
見
直
し
ま
す
。
証
明
書
な

ど
の
発
行
、
災
害
や
緊
急
時
の
対
応
な
ど
、
市
民
生
活
に
直
結
す
る
部
分
は
こ
れ
ま
で

と
変
わ
り
ま
せ
ん
。
市
民
の
皆
さ
ん
は
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
各
支
所
を
利
用
く
だ
さ
い
。

本
土
地
域
４
支
所
の
業
務
を
一
部
見
直
し
ま
す

これまでどおり各支
所で申請・相談などを
行ってください。

市　民
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支所の業務の一部見直しの具体的なイメージ

現在支所で
行っている業務

見直し後本庁に
移管する業務
（H30.10以降）

一部業務の現場対
応は本庁に移管し
ますが、市民サー
ビスに変更はあり
ません。

・戸籍謄抄本・住民票の写しなどの発行
・各施設の利用申請・許可
・自治会・コミュニティ協議会関係業務
・身体障害者手帳の申請受付
・農地転用などの申請受付
・道路・河川などの境界明示の申請受付

農地転用などの現地確認

広報紙の取材・記事作成

施設の維持管理

特別敬老金の支給

計量器の検査・調査

道路・河川などの境界明示の
現場立ち合い

・市道・農道・林道の現場対応
・緊急時の現場急行・現場対応

３
出
張
所
を
廃
止
し
ま
す

　
こ
れ
ま
で
利
用
い
た
だ
い
た
市
比
野
・
黒
木
・

藺
牟
田
の
各
出
張
所
は
、
９
月
末
を
も
っ
て
廃

止
し
ま
す
。

　
今
後
は
、
最
寄
り
の
支
所
を
利
用
く
だ
さ
い
。

●
市
比
野
出
張
所
の
併
設
施
設
に
つ
い
て

◦�

樋
脇
郷
土
館
・
市
立
図
書
館
樋
脇
分
館
は
、
こ

れ
ま
で
ど
お
り
で
す
。

◦�

（
38
）０
０
０
９
は
、
樋
脇
郷
土
館（
市
立
図

書
館
樋
脇
分
館
を
含
む
）の
専
用
電
話
番
号
に

な
り
ま
す
。

●
黒
木
出
張
所
の
併
設
施
設
に
つ
い
て

◦�

黒
木
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー（
地
区
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
協
議
会
事
務
局
を
含
む
）は
、
こ

れ
ま
で
ど
お
り
で
す
。

◦�

（
55
）０
０
５
１
は
、
黒
木
地
区
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
協
議
会
の
専
用
電
話
番
号
に
な
り
ま
す
。

●
藺
牟
田
出
張
所
の
併
設
施
設
に
つ
い
て

◦�

藺
牟
田
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー（
地
区

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
協
議
会
事
務
局
を
含
む
）は
、

こ
れ
ま
で
ど
お
り
で
す
。

◦�

（
56
）０
３
０
１
は
、
藺
牟
田
地
区
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
協
議
会
の
専
用
電
話
番
号
に
な
り
ま
す
。

支 所

これまでどおり
各支所で申請・
相談などを行っ
てください。
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